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03 後期高齢者医療制度のお知らせ
04 平成27年度特定健診を実施します
06 国民健康保険税の税率が変わります

07 介護保険の費用負担が変わります
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＜表紙の写真：詳細は8ページへ＞
　6月5日に行われた「越後之國やひこ相撲の郷プ
ロジェクト実行委員会設立総会」。伊勢ヶ濱親方と
新大関照ノ富士関を招いてのトークショーの一幕。



　

本
日
は
、平
成
27
年
第
5
回
弥
彦
村

議
会
6
月
定
例
会
の
招
集
を
お
願
い
い

た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、議
員
の
皆
さ
ま
に

置
か
れ
ま
し
て
は
9
名
の
ご
出
席
を
賜

り
ま
し
て
、誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

　

本
議
会
は
4
月
の
村
議
会
選
挙
で
議

席
を
獲
得
さ
れ
た
議
員
の
皆
さ
ま
に
よ

る
本
格
審
議
を
い
た
だ
く
ス
タ
ー
ト
の
議

会
で
ご
ざ
い
ま
す
。ベ
テ
ラ
ン
の
議
員
に
置

か
れ
ま
し
て
は
よ
り
深
い
ご
審
議
を
、ま

た
新
た
に
議
員
と
な
ら
れ
た
皆
さ
ま
に

は
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
感
覚
で
ご
審
議
い
た
だ
け

れ
ば
本
当
に
あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
る
次

第
で
あ
り
ま
す
。

　

私
も
皆
さ
ま
ご
承
知
の
よ
う
に
本
議

会
が
3
回
目
の
議
会
と
な
り
ま
す
。皆
さ

ま
の
ご
指
導
、ご
支
援
の
お
か
げ
を
も
ち

ま
し
て
、ま
た
役
場
職
員
の
皆
さ
ん
の
協

力
に
よ
り
ま
し
て
、無
事
船
出
を
い
た
す

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

初
登
庁
か
ら
3
か
月
が
過
ぎ
ま
し
た

が
、こ
の
間
行
政
の
ト
ッ
プ
と
し
て
い
ろ
ん

な
経
験
、体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

3
月
か
ら
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
集
落
別
の
村
政
懇
談
会
は
、6
月
9

日
現
在
13
集
落
、延
べ
参
加
村
民
数

2
6
2
名
に
達
し
て
お
り
ま
す
。い
ろ
ん

な
ご
意
見
、苦
言
、提
言
、批
判
、要
望
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。こ
れ
か
ら
の
村
政
運

営
に
極
力
反
映
さ
せ
て
い
た
だ
く
所
存
で

あ
り
ま
す
。ま
た
、懇
談
会
を
開
く
に
あ

た
り
、区
長
の
皆
さ
ん
よ
り
多
大
な
ご
協

力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
対
し
ま
し

て
、こ
の
場
を
お
借
り
し
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。今
後
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、役
場
職
員
の
皆
さ
ん
に
今
後

の
村
政
運
営
に
対
す
る
、意
見
、要
望
、

批
判
を
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、

ほ
ぼ
全
員
の
皆
さ
ん
か
ら
沢
山
い
た
だ
き

ま
し
た
。前
向
き
、建
設
的
な
提
言
、意

見
が
多
く
、感
激
し
て
お
り
ま
す
。こ
れ

ら
の
意
見
、提
言
は
で
き
る
も
の
か
ら
少

し
ず
つ
で
も
実
現
し
て
い
こ
う
と
決
め
て

お
り
ま
す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

　

6
月
定
例
会
が
終
了
し
ま
す
と
、い
よ

い
よ
本
格
運
転
に
入
り
ま
す
。私
は
3
月

村
議
会
で
可
決
い
た
だ
い
た
平
成
27
年

度
予
算
に
従
っ
て
着
実
に
村
政
を
進
め
て

ま
い
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。さ
ら
に
、日

本
国
政
府
か
ら
出
さ
れ
て
い
ま
す
宿
題

で
あ
り
ま
す
地
方
創
生
計
画
に
沿
っ
た

弥
彦
村
の
総
合
戦
略
づ
く
り
に
全
力
で

取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。骨
子
が
で
き
た
段
階
で
、議
会
、

村
民
の
皆
さ
ま
に
も
ご
意
見
を
伺
い
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。地
方
創
生
は
弥

彦
村
に
と
っ
て
も
大
い
な
る
飛
躍
の
も

と
、チ
ャ
ン
ス
に
な
り
う
る
と
信
じ
て
お
り

ま
す
。

　

ど
う
か
議
員
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て

も
更
な
る
村
政
発
展
に
ご
尽
力
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、

召
集
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。ご
審
議
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

平成27年第5回弥彦村村議会6月定例会　挨拶

弥彦村長　小 林 豊 彦
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保険証の更新について
新しい保険証は”桃色”です

　新しい保険証は、７月下旬に送付いたします。８月になっても
保険証が届かなかったり、保険証の記載事項に誤りがあった
りした場合は、住民福祉課住民医療係までご連絡ください。

旧保険証
（ベージュ色）
7月 31日
まで有効

新保険証
( 桃色 )
8 月 1日
から有効

平成２７年度の保険料について　
　７月中旬に、年間保険料額の通知書をお送りいたします。

■保険料額の計算方法
年間保険料額…『均等割額』＋『所得割額』（賦課限度額57万円）
【均等割額】…１人あたり年間35,300円
【所得割額】…平成26年中の総所得金額等をもとに算定
　＝[平成26年中の総所得金額等 － 基礎控除33万円] × 7.15％

■保険料の軽減制度（申請手続きは不要です）
○所得の低い方への軽減
　平成26年中の所得状況に応じて保険料が軽減されます。
【均等割額】…世帯の所得状況に応じて、９割、８.５割、５割、２
　　　　　　割軽減が受けられます。
【所得割額】…個人の所得状況に応じ、５割軽減が受けられます。

○制度加入前日において会社の健康保険などの被用者保険
　の被扶養者であった方への軽減
　制度に加入された時から保険料が軽減されます。(市町村
国保、国保組合などの被扶養者の方は対象となりません)
　平成27年度の年間の保険料額は、3,500円となります。

後期高齢者医療制度のお知らせ
保険証の問合せ　住民福祉課 住民医療係 94-3132
保険料の問合せ　税務課　　 住民税係　 94-3134

医療費の自己負担割合について
　毎年、同一世帯の後期高齢者医療制度加入者の前年中の
所得に応じて、医療費の自己負担割合を判定しています。
　７月にお送りする新しい保険証に記載されている自己負担
割合（1割または３割）は、８月１日から１年間適用となる医療費
の自己負担割合です。

■１割負担となる方
　同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に、住民
税課税所得が１４５万円以上の所得者がいない方

■３割負担(現役並み所得者)となる方
　同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に、住民
税課税所得が１４５万円以上の所得者がいる方。ただし、下
記に該当する方は申請により１割負担となります。

[同一世帯に加入者が１人の場合]　
　その方の収入の合計金額が383万円未満（または、その
方の収入と同一世帯の70～74歳の方全員の収入の合計金
額が520万円未満）

[同一世帯に加入者が複数いる場合]　
　加入者全員の収入の合計金額が520万円未満

保険料の納付方法について
■平成２7年度の保険料の納付方法・納付時期
【特別徴収】４月の年金からすでに納めていただいている方

４ ・ ６ ・８月の納付額…仮に算定された保険料額
10・12・２月の納付額
…確定した年間保険料額から、４・６・８月の納付額を差し引い
　た残額を１０・１２・２月の年金から納めていただきます

【普通徴収】７月から納付書または口座振替で納めていただく方

※確定した年間保険料額を、平成２7年７月～平成２8年３月に
　分けて納めていただきます。月々納めていただく保険料額
　は、通知書に記載されていますので、ご確認ください。

4月

年金

６月

年金

８月

年金

１０月

年金

１２月

年金

２月

年金
本 徴 収仮 徴 収

７月～３月
納付書または口座振替

４月～6月
納付なし

保険料の納め方は、
手続きにより口座振替に変更できます

　特別徴収対象者の方で口座振替を希望される場合は、税
務課窓口で手続きしてください。手続きをしていただくと年
金からの納付が中止され、口座振替により納めていただくこ
とになります。普通徴収で口座振替を希望される場合は、税
務課窓口または金融機関窓口で手続きください。
【手続きに必要なもの】
　振替口座の預金通帳、通帳のお届け印、保険証
※ご家族の口座からの納付に変更した場合、社会保険料控
除は、実際にご負担した方に適用されます。これにより、世
帯全体の所得税や住民税の税額に影響が生じる場合が
ありますので、十分ご注意をお願いいたします。
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～ 健診は 健康づくりの スタート地点 ～
平成 27 年度特定健診 ( 住民健診 ) を実施します

■申込・問合せ　住民福祉課　健康推進係　９４-３１３３

項 目

住民健診

特定健診

対 象 者
19 ～ 39 歳
75 歳以上
40 ～ 69 歳※

70 ～ 74 歳※

料 金
800 円
無料

1,300 円
無料

健 診 内 容
・身体計測
・腹囲測定 (40～74歳)
・血圧測定
・血液検査
・医師の診察
・尿検査

特定健診・住民健診の内容、料金

項　目
胸部レントゲン間接撮影
(肺がん・結核検診)

心電図・眼底検査

お口の健康チェック
（かむ力の判定検査・唾液潜血検査）

喀痰検査（肺がん検診）
前立腺がん検査

肝炎ウィルス検査

対 象 者

40 歳以上

40 歳以上（希望者）

特定健診受診者

50 歳以上の高危険群※の方

50 歳以上男性（希望者）

40 ～ 70 歳の 5 歳刻みの方で

過去に受けたことのない方

料 金

無料

1,000 円

無料

800 円
500 円

無料

※喫煙指数(1日の喫煙本数×吸い始めてからの年数)が600以上の方

特定健診・住民健診の内容、料金

同じ日に以下の健診や検査を受けることができます

　弥彦村の第二期特定健康診査等実施計画では、平成
29年度末までの特定健診受診率の目標値を68％と定
めています。
　しかし、平成25年度の弥彦村の受診率は全体で
58.2％と、まだまだ目標値に達していません。また、グラ
フに示すように、40～50歳代、60～64歳の受診率、特
に40～50歳代の男性の受診率が低いのが現状です。

ご自身の健康のために、
特定健診を積極的に

受診しましょう！

■特定健診はこんなにお得！！
①健診結果に合わせた支援が受けられる
　健診で生活習慣病にかかるリスクが高いと判定され
た方には、保健師や管理栄養士が結果をもとにアドバ
イスや支援をします。健康な方には健診結果の見方や
活かし方、健康づくりのための情報を提供します。また、
どなたでも参加できる健診結果相談会、医師による生
活習慣病予防講演会も行います。

②医療費を抑えることができる
　定期的に健診を受けている人と受けていない人を比
べると、健診を受けている人は医療費が低いという調
査結果があります。病気を未然に防げることに加え、健
診により健康意識が高まったことが理由です。

　生活習慣病のリスクは、若いうちから積み重なって
いきます。健康は、これからも元気に過ごすための土台
です。特定健診を健康管理にぜひお役立てください。

※新たに特定健診の受診を希望される方は、お問い合
　わせください。

※弥彦村国民健康保険の方

弥彦村の受診状況特定健診の受診状況をお知らせします
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66
.8
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※19～39歳の方、75歳以上の方は住民健診(特定健診に準じた健診)の対象です。生活習慣を見直す良い機会ですので、ぜひ受診しましょう。

46
.2

　特定健診は、弥彦村国民健康保険に加入している40～74歳を対象に、生活習慣病やその前兆であるメタボリックシンドローム
（内臓脂肪型肥満）を早期に発見・改善するために行います。生活習慣病の多くは自覚症状がないまま進行し、動脈硬化の促進、ひ
いては心臓病や脳卒中、糖尿病の合併症などへ重症化します。年1回の健診を受け、その結果を生活に活かすことが大切です。

　弥彦村では特定健診費用を助成しています。助成が
ない場合約7,000円かかるところ、40～69歳の方は
1,３00円、70歳以上の方は無料で受診できます。
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※受付時間は申込状況により決定いたします。
※事前に予約が必要です。早めにお申し込みください。
※弥彦村国民健康保険の40～74歳の方が対象です。

実施日 会場

10月14日（水） 保健センター

受付時間

午前8時～10時

特定健診とがん検診がわずか半日で受けられます！！
この機会にぜひ受けてみませんか？半日ドック追加募集のお知らせ

　国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が
受けられるように、加入者が国民健康保険税を出し合い、お
互いに助け合う制度です。
　弥彦村の国民健康保険は、平成２０年度に保険税率を改正
して以来、据え置いてきました。しかし、近年の急速な高齢化
や医療の進歩に伴う医療費の増加などにより、基金を取り崩
してもなお財政状況が厳しくなったため、保険税の税率を改
正することになりました。また、今回の改正では、固定資産税
の状況により賦課していた資産割を廃止することにしました。
　加入者の皆さまにはご負担をお願いすることになります
が、将来にわたり安定的に国保運営を続けていくため、ご理
解とご協力をお願いいたします。

■保険税の軽減制度
●所得金額が一定基準以下の場合は、保険税の均等割額と平等割額が判定区
分に応じて減額されます。（軽減を受けるには加入者全員の所得申告が必要となります。）

●倒産・解雇・雇止めなどにより離職された方は、国民健康保険税額が軽減され
ます。雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当し、失業等給付
を受けている方は前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を計
算します。この軽減を受けるには申請が必要です。

所得割
資産割
均等割
平等割
限度額

改正前
6.2％
16.6％
24,000
23,000
51万円

改正後
7.2％
-----
23,000
21,000
52万円

改正前
1.05％
3.2％
4,000
5,000
16万円

改正後
1.9％
-----
7,000
6,000
17万円

改正前
1.15％
-----
9,200
-----
14万円

改正後
1.5％
-----
12,000
-----
16万円

医療保険分 後期医療支援分 介護保険分

※所得割…世帯の所得に応じて計算（基準総所得額)
　資産割…世帯の固定資産税に応じて計算
　均等割…加入者1人あたり　、　平等割…1世帯あたり
※介護保険分は４０歳以上６５歳未満の方のみ該当
※基準総所得額 ＝ 前年の総所得額 ― 基礎控除額３３万円

■平成27年度国民健康保険税の改正後税率

■問合せ　税務課 住民税係　９４-３１３４

～平成２７年度から国民健康保険税の税率が変わります～

判定所得
世帯主と世帯に属す
る被保険者と世帯に
属する特定同一世帯
所属者※の前年中の総
所得金額等の合計額

判定区分
33万円以下の場合
33万円＋(26万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属
する特定同一世帯所属者数の合算数）以下の場合
33万円＋（47万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属
する特定同一世帯所属者数の合算数）以下の場合

軽減割合
7割

5割

2割

※特定同一世帯所属者…後期高齢者医療制度への移行により、国保から脱退した方の
　　　　　　　　　　　 うち、同じ世帯に国保被保険者がいる方

※ご注意ください※
　国民健康保険税は世帯主が納付義務者と
なります。そのため、世帯主本人が国民健康
保険に加入していなくても、世帯に加入者が
いれば納税通知書は世帯主宛にお届けしま
す。また、世帯での課税であり、加入者ごとに
は課税されないため、世帯での国民健康保険
税を加入者ごとに分けて納めることはできま
せん。社会保険などに加入した場合は国民健
康保険を脱退する手続きが必要です。会社で
は国民健康保険脱退の手続きを代行しない
ため、必ずご本人かご家族の方が手続きをし
てください。

日　程

7月  6日（月）

7月  8日（水）

7月  9日（木）

7月13日（月）

7月14日（火）

7月16日（木）

7月17日（金）

会　場

弥彦体育館

保健センター

農村環境

改善センター

受 付 時 間

午前９時～１１時

午前１２時３０分～午後２時

特定健診（住民健診）日程■今年の健診、ここがポイント！
　今年は管理栄養士による栄養相談、保健師による健
康相談など、無料相談コーナーが充実します！食事に関
する相談、血糖値や血圧の事、過去の健診結果などに
ついての相談に、ぜひご利用ください！！

■村の国保に加入し、職場等で健診を受けられる方へ
　村の特定健診を受ける必要はありませんが、その場
合は、健康状況を把握するため、健診結果の写しを住民
福祉課に提出をお願いします。

■社会保険の被扶養者の方へ　　
　特定健診受診時は、加入されている医療保険者（健康
保険証に記載）から送付された特定健診受診券と保険
証、平成26年度の特定健診結果を必ずご持参ください。
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※「現役並み所得者相当の方がいる世帯」以外の方の限度額に変更はありません。

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担

　

一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
方
は
利
用
者
負
担

　

が
２
割
に
な
り
ま
す

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
際
の
利
用
者
負

担
は
こ
れ
ま
で
所
得
に
か
か
わ
ら
ず
一
律
に

サ
ー
ビ
ス
費
の
１
割
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

65
歳
以
上
の
方
の
う
ち
一
定
以
上
の
所
得
が
あ

る
方
は
利
用
者
負
担
が
２
割
に
な
り
ま
す
。

【
２
割
負
担
と
な
る
方
】

　

65
歳
以
上
の
方
で
合
計
所
得
金
額
が
1
6
0

万
円
以
上
の
方
（
単
身
で
年
金
収
入
の
み
の
場

合
、
年
収
2
8
0
万
円
以
上
）

　

た
だ
し
、
合
計
所
得
金
額
が
1
6
0
万
円
以

上
で
あ
っ
て
も
、
同
一
世
帯
の
第
１
号
被
保
険

者
の
年
金
収
入
＋
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
が

単
身
世
帯
2
8
0
万
円
未
満
、
２
人
以
上
世
帯

3
4
6
万
円
未
満
の
方
は
１
割
負
担
の
ま
ま
に

な
り
ま
す
。

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

　

世
帯
内
に
現
役
並
み
の
所
得
が
あ
る
高
齢
者

　

の
方
が
い
る
場
合
、
上
限
が
4
4
，
4
0
0

　

円
に
な
り
ま
す

　

同
じ
月
に
利
用
し
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

者
負
担
が
一
定
額
を
超
え
た
と
き
に
支
給
さ
れ

る
「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
の
利
用
者
負
担

段
階
区
分
に
「
現
役
並
み
所
得
者
相
当
の
方
が

い
る
世
帯
の
方
」
が
新
設
さ
れ
ま
す
（
下
表
）。

【
現
役
並
み
所
得
者
相
当
に
該
当
す
る
方
】

　

同
一
世
帯
内
に
65
歳
以
上
で
課
税
所
得

1
4
5
万
円
以
上
の
方
が
い
る
方

　

た
だ
し
、
同
一
世
帯
内
の
65
歳
以
上
の
方
の

年
収
が
単
身
3
8
3
万
円
未
満
、
２
人
以
上
の

場
合
5
2
0
万
円
未
満
の
場
合
は
、
申
請
に
よ

り
3
7
，
2
0
0
円
に
な
り
ま
す
。
対
象
に
な

る
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
申
請
書
を
郵
送
し
ま

す
の
で
、
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
う
え
、
住
民

福
祉
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

施
設
の
食
費
・
居
住
費
の
負
担
軽
減

低
所
得
の
施
設
利
用
者
の
食
費
・
居
住
費
へ

　

の
補
助
の
要
件
が
変
わ
り
ま
す

　

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
食
費
と
居
住
費
は
、
非
課

税
世
帯
の
方
に
対
し
て
自
己
負
担
の
上
限
額
が

設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
超
え
た
分
は
「
特

定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
し
て
介
護
保

険
か
ら
施
設
な
ど
に
支
払
わ
れ
ま
す
。
対
象
の

方
に
は
「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
」
が

発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
の
２
つ
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
満
た
す
場
合

は
補
助
の
対
象
で
な
く
な
り
ま
す
。

配
偶
者
の
所
得

世
帯
が
分
離
し
て
い
る
（
住
民
票
上
世
帯
が

　

異
な
る
）
配
偶
者
が
課
税
さ
れ
て
い
る
場
合

預
貯
金
な
ど

　

預
貯
金
な
ど
が
単
身
1
，
0
0
0
万
円
、
夫

　

婦
2
，
0
0
0
万
円
を
超
え
る
場
合

※
現
在
「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
」
が

発
行
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
７
月
頃
に
更
新

案
内
を
郵
送
し
ま
す
。
更
新
に
な
る
方
や
新

た
に
該
当
に
な
る
と
思
わ
れ
る
方
は
８
月
末

ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

な
お
、
補
助
の
要
件
が
追
加
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
申
請
の
際
は
、
ご
本
人
お
よ
び
配

偶
者
の
預
金
通
帳
等
の
写
し
の
添
付
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

区　分
現役並み所得者相当の方がいる世帯の方
(平成27年8月から新設)

市町村民税課税世帯の方

世帯全員が
市町村民税
非課税で…

生活保護の受給者の方など

限　度　額

44,400 円（世帯）

37,200 円（世帯）

24,600 円（世帯）

24,600 円（世帯）
15,000 円（個人）

15,000 円（個人）

・前年の合計所得金額と課税年金収入
　額の合計が80万円を超える方など
・老齢福祉年金受給者の方
・前年の合計所得金額と課税年金収入
　額の合計が80万円以下の方など

表．自己負担の限度額（月額）

です。

問
合
せ

住
民
福
祉
課　

介
護
保
険
担
当　

94
ー
3
1
3
3

税
務
課　
　

介
護
保
険
料
担
当　

94
ー
3
1
3
4

平成２７年８月から

介護保険の
費用負担が
変 わ り ま す
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※　平成 26 年度までは第 6 段階に分かれていましたが、所得水準に応じてよりきめ細かな　
　  保険料設定を行うため、国が示す標準段階が 9 段階に見直されました。

平成 27 年度から平成 29 年度までの弥彦村の保険料の基準額（年額）は

76,800 円
この基準額をもとに、世帯の所得によって 9 段階（※）に分かれます。

所得段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

対象となる方
・生活保護受給者の方
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税
・世帯全員が市町村民税非課税で前年の合計所得金額と
　前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方
・世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額
　と前年の課税年金収入額の合計が80万円超～120万
　円以下の方
・世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額
　と前年の課税年金収入額の合計が120万円を超える方
・世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市
　町村民税非課税で前年の合計所得金額と前年の課税年
　金収入額の合計が80万円以下の方
・世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市
　町村民税非課税で前年の合計所得金額と前年の課税年
　金収入額の合計が80万円を超える方
・本人に市町村民税が課税されており前年の合計所得金
　額が120万円未満の方
・本人に市町村民税が課税されており前年の合計所得金
　額が120万円以上190万円未満の方
・本人に市町村民税が課税されており前年の合計所得金
　額が190万円以上290万円未満の方
・本人に市町村民税が課税されており前年の合計所得金
　額が290万円以上の方

年間保険料

34,500円

57,600円

57,600円

69,100円

76,800円

92,100円

99,800円

115,200円

130,500円

基

準

額

調整率

×0.45

×0.75

×0.75

×0.9

×1.0

×1.2

×1.3

×1.5

×1.7

私
は
会
社
を
退
職
し
、ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

の
失
業
給
付
を
受
給
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、私
は
妻
と
二
人
暮
ら
し
で
妻
は
収

入
が
あ
り
ま
す
が
、生
活
で
手
一
杯
な
状
況

で
、国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。国
民
年
金
は
強
制
加
入
と
聞
い

て
い
ま
す
が
、経
済
的
に
納
付
が
難
し
い
人

が
利
用
で
き
る
制
度
な
ど
が
あ
れ
ば
教
え

て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
に
は
、所
得
が
少
な
く

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
に
、本
人
の
申
請
に
よ
っ
て
保
険
料
納

付
が
免
除
さ
れ
る「
国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

　
「
保
険
料
の
免
除
制
度
」は
、本
人
・
世
帯

主
・
配
偶
者
の
前
年
所
得（
１
月
か
ら
６
月

に
申
請
さ
れ
る
場
合
は
前
々
年
の
所
得
）が

一
定
額
以
下
の
場
合
や
失
業
し
た
場
合
な

ど
、ご
本
人
か
ら
申
請
書
を
提
出
い
た
だ

き
、承
認
さ
れ
る
と
国
民
年
金
の
保
険
料
納

付
が
①「
全
部
」ま
た
は
②「
一
部
免
除
」さ

れ
る
制
度
で
す
。

①「
全
額
免
除
」が
承
認
さ
れ
た
期
間
に
つ

い
て
は
、年
金
受
給
時
に
、国
庫
負
担
相

当
額（
税
金
分
）が
給
付
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、年
金
額
に
反
映
さ
れ
な
い「
未
納

期
間
」と
大
き
く
異
な
っ
て
い
ま
す
。

②「
一
部
免
除
」に
つ
い
て
は
、４
分
の
３
免

除
、半
額
免
除
、４
分
の
１
免
除
が
あ
り

ま
す
が
、一
部
免
除
さ
れ
た
保
険
料
を
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、国
庫
負
担

相
当
額（
税
金
分
）も
給
付
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。し
か
し
、一
部
免
除
が
承
認

さ
れ
て
も
、一
部
免
除
さ
れ
た
保
険
料
を

納
め
て
い
な
い
場
合
は
、未
納
期
間
と
な

り
ま
す
の
で
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、ご
質
問
の
よ
う
に
失
業
の
場
合

は
、失
業
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類
を

添
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、失
業
さ

れ
た
方
の
前
年(

前
々
年)

の
所
得
が
な
い

も
の
と
し
て
審
査
さ
れ
ま
す
。

　

失
業
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類
は
、

①
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、雇
用
保
険

被
保
険
者
離
職
票
、雇
用
保
険
被
保
険

者
資
格
取
得
届
出
確
認
照
会
回
答
書

（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
発
行
）な
ど
の
い
ず
れ
か

の
コ
ピ
ー

②
総
合
支
援
資
金
の
貸
付
決
定
通
知
書
お

よ
び
申
請
し
た
時
の
添
付
書
類
の
コ

ピ
ー

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、保
険
料
の
免
除
制
度
以
外
に
も
、

学
生
が
対
象
の「
学
生
納
付
特
例
制
度
」、

30
歳
未
満
の
方
が
対
象
の「
若
年
者
納
付

猶
予
制
度
」が
あ
り
ま
す
。ま
た
、免
除
期

間
の
保
険
料
を
後
日
納
付
す
る『
追
納
制

度
』も
あ
り
ま
す
の
で
、市
区
役
所
・
町
村
役

場
の
国
民
年
金
担
当
窓
口
や
お
近
く
の
年

金
事
務
所
へ
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度
に
つ
い
て

QA

三
条
年
金
事
務
所

0
2
5
6（
3
2
）2
2
3
9

問合せ

険
ご
と
に
決
め
ら
れ
た
金
額
を
加
入
さ
れ
て
い

る
医
療
保
険
と
合
算
し
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
が
、
第
１
号
被
保
険
者
は
医
療
保
険
料
と
別

に
介
護
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
）

　

65
歳
以
上
の
「
第
１
号
被
保
険
者
」
の
方
の

保
険
料
額
は
、
3
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
ま
す
。

　

各
市
町
村
で
今
後
3
年
間
に
必
要
な
介
護
保

険
の
総
費
用
か
ら
算
出
さ
れ
た
「
基
準
額
」
を

も
と
に
、
原
則
と
し
て
そ
の
方
の
世
帯
の
所
得

に
応
じ
て
決
め
ら
れ
ま
す
。

平
成
27
年
度
介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ

　

介
護
保
険
制
度
は
、
40
歳
以
上
の
方
が
被
保

険
者
と
な
っ
て
介
護
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ

き
、介
護
や
支
援
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
に
サ
ー

ビ
ス
が
利
用
で
き
る
支
え
あ
い
の
制
度
で
す
。

　

被
保
険
者
は
、
65
歳
以
上
の
「
第
１
号
被
保

険
者
」
と
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
「
第
２
号
被

保
険
者
」
に
分
か
れ
ま
す
。

（
※
区
分
に
よ
り
介
護
分
の
保
険
料
の
納
め
方

は
異
な
り
ま
す
。
第
２
号
被
保
険
者
は
医
療
保
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▲第1部　実行委員会設立総会

　6月5日（金）、「越後之國やひこ相撲の郷プロジェクト実行委員会」
設立総会が行われました。伊勢ヶ濱親方（第63代横綱旭富士）と夏場
所で初優勝した新大関照ノ富士関を招いてのトークショーや親方の弥
彦村観光大使委嘱などのアトラクションも行われ、会場の文化会館に
は多くの相撲ファンが詰めかけました。

　プロジェクトは、8月の彌彦神社御遷座百年記念事業
“相撲場開き”での横綱土俵入り（横綱日馬富士）を機
に、弥彦を相撲文化発展の中心地に育てていくことを目
指します。今後、相撲部屋などの合宿誘致や地域との交
流、相撲大会開催などに向けて取り組んでいきます。

　なお、伊勢ヶ濱部屋 越後之國 後援会の入会申し込み
については、下記で受け付けております。
　TEL ：0256-94-3928　（弥彦地区幹事・二村）
　FAX ：0256-94-5013

越後之國やひこ相撲の郷プロジェクト

▲第2部　アトラクションに
はもち-うさぎも登場!!

　村内では平成21年12月７日から交通死亡事故の発生がなく、５月29
日に2,000日を達成しました。これを受け、小林村長が弥彦村交通安全
協会の中川喜代志会長へ、その功績を称えて感謝状を贈呈しました。
　14日に発生した踏切事故で記録は途絶えてしまいましたが、これか
らも事故を起こさない環境づくりを進めていくよう、出席者一同で決意
を新たにしていました。

実行委員会
設 立 総 会

　宮内庁式部職楽部による重要無形文化財
「雅楽」の特別公演が、6月13日に文化会館で
行われました。弥彦村が主催し、彌彦神社の共
催にて、新潟県下では初の公演でした。
　日本古来の歌謡に基づく「久米舞」や、彌彦神
社に伝わる大々神楽「陵王」の原形とされる大陸
系の舞楽「陵王」などが披露され、来場者は平安
朝から伝わる美しい響きと舞を堪能していました。

▲久米舞 ▲陵王

重要無形文化財
「雅楽」　　 　弥彦特別公演

交通死亡事故「ゼロ」2,000日達成!!

宮 内 庁
式部職楽部
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寛仁親王牌
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第
24
回

17日（金）、18日（土）
19日（日）、20日（祝）

■問合せ　やひこけいりん　94-2066　http://www.yahikokeirin.com

期間中開門時間：午前 8 時 20 分

　弥彦競輪場では5年連続5回目となる、競輪界最高
峰のGⅠレース「寛仁親王牌」を開催します。期間中は
様々なイベントを用意し、開催を盛り上げます。
　多くの皆さまのご来場をお待ちしております。

権権権権権権権権手手手手手権権権権権権権権権権権権権権権権界界界界界選手選手選手選手選選選選選選選選選世界世界世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世界界 権権権権権権権権権権権権権権権権権権世 手手手手世世世世世世世世世世世世世界界選 権権権選選世世世世世世世世 選選選 権世世世世世世世世世世世世世 権世世世世世世世世世界界選選選 権世世世世世界界 手手選 権権権権選 権権権権権界界界選選選選選選 権権世界界選選選選手権世 権世世世世世世世世世世世世世世 選選選選 権界選選選 権権権権権権権権権選選 権権選選選選選界選 権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権選手選手選手選手選選選選選選選選選選選選世界世界世界世界世界世世世世世世世世世世世世世世世世世世
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世界選手権
記念トーナメント

※この他、先着来場者プレゼントやメインレースの早朝予想会、有名
　タレントが出演するインターネット公開中継も４日間実施します。
※イベント内容は変更の場合がありますのでご了承ください。

ベント・ファンサーサービスベンイベンイベイイイイイイ場場内場内場内イベントイイベント・ファンササ ビスベ ビス場 イベント・ファンサ場内内イベント・ファン ービイイイ ント・ファン ビン内内イベント フ ン ビ場内イベント フ ンサイベント・ファンササービスベベン場内場内イベイイイイ場内イイイイイイ ・ファン場内イベント・ファンサービス

BSN公開中継
　セダーハウス脇ステージでBSN新潟放送の公開中継を実施します。

■17日　午前9時55分～10時25分
　-ゲスト-　高橋ジョージ、井出らっきょ、なべやかん
■18日　午前10時30分～11時00分
　-ゲスト-　Negicco、松尾伴内

ライブステージ・ショー
　4日間7R終了後（午後1時45分頃）、バンク内ステージで実施します。
■17日 - 高橋ジョージ 　　■18日 - Negicco
■19日 - スピーチーズ 　　■20日 - ジェロ

【写真】左：高橋ジョージ、中央：ジェロ、右上：Negicco、右下：柳ゆり菜

▲両軍応援団長の選手宣誓

村民体育祭
　６月７日、快晴の空の下で第６６回村民体育祭が
行われ、各大字対抗で熱戦が繰り広げられました。
　今年の総合優勝は”大戸・川崎”チームでした。
おめでとうございます。

　5月23日、弥彦小学校では大運動会が行
われました。初夏を感じる日差しの中、子ど
もたちは、競技や応援に力いっぱい取り組
んでいました。その姿に、応援に駆け付けた
大勢の保護者の皆さんからも大きな声援が
送られていました。

小学校大
運動会

▲総合優勝した大戸・川崎チーム

▲大花形リレーで優勝した
　上泉チーム

成
績
表
～総合順位～

優　勝
準優勝
第3位

大戸・川崎
弥彦
山崎

47点
42点
42点

優　勝
準優勝
第3位

上泉
矢作
美山

0'57''21
1'01''74
1'02''33

～大花形リレー～
▲1年生は初めての運動会!!

▲5，6年生合同競技
　「ダッシュ大玉 弥彦スペシャル」
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　にいがた県央マイスターと一緒に夏休
みの思い出に、親子で楽しくベイゴマを
磨いて回して遊んでみませんか？
■日　時　8月1日（土）
　　　　　午前の部（9～12時）
　　　　　午後の部（1～4時）
■会　場　三条鍛冶道場
　　　　　（三条市元町11-53）
■内　容　金属研磨体験
　　　　　「親子ベイゴマ磨き体験塾」
■講　師　にいがた県央マイスター
　　　　　高橋 薫 氏
■対　象　小学生と保護者（二人一組）
■参加費　一組につき1,000円
■定　員　午前・午後で各5組10名ずつ
　　　　　（計10組20名）
■申込締切　7月17日（金）
■申込方法
　応募用紙の郵送かFAX、または専
用ホームページでの入力・送信
※詳しくはお電話でお問い合わせく
ださい。
※参加をご希望の方は事前申込み
が必要です。
※応募者多数の場合は抽選により決
定します。
■申込・問合せ
　新潟県三条地域振興局企画振興部
　0256-36-2205

【小学生対象】にいがた県央
マイスター塾受講者募集！

　乳児のいるご家庭の紙おむつ購
入費用の一部を助成します。平成27
年4～6月購入分を受け付けます。
■受付期間　7月1日（水）～7月15日（水）
■対 象 児
　平成26年4月～平成27年6月生まれ
■助成金額　ひと月上限　3,500円
■提出書類
　・申請書（押印を忘れずに）
　・領収書（必ず購入年月日、詳細な

製品名および購入者氏
名があること）

■提出先・問合せ
　住民福祉課　住民医療係
　94-3132

乳幼児の紙おむつ
購入費を助成します

■支給対象者
　平成27年6月分の児童手当受給者
　※特例給付受給者は対象外
■対象児童
支給対象者の平成27年6月分の
児童手当の対象となる児童

■支給額　対象児童1人につき3,000円
■申請期間　6月1日(月)～9月1日(火)
支給対象者に「児童手当現況届兼
子育て世帯臨時特例給付金申請
書」を6月1日付で発送済み。

　※公務員の方は勤務先から配付。
■申請先・問合せ
　住民福祉課　住民医療係
　94-3132

子育て世帯臨時特例給付金
申請を忘れずに

横山 操 心にしみる日本の風景
■会　期　7月20日（祝・月）まで
　　　　　午前9時～午後4時30分
■会　場　弥彦の丘美術館
■入館料
　大人300円　小・中学生150円
　（小・中学生は夏休み期間無料）
■作品解説日
　7月12日(日)　午後2時から
■問合せ　教育委員会　教育課
　　　　　94-4311

将棋大会開催案内と大会結果
＜納涼村民将棋大会　開催案内＞
■日　時　8月23日（日）
　　　　　午前9時～午後4時
■会　場　文化会館（2F和室）
■対象者　将棋愛好者
■参加料　無料※参加賞あり
＜（6/7開催）夏季村民将棋大会結果＞
優賞　頓所　亜夢路（吉田）
２位　石川　幸康（大戸）
３位　斉藤　富男（弥彦）
■問合せ　斉藤　94-2333

第63回  新潟県アマチュア将棋名人戦
■日　時　7月26日（日）
　　　　　開会式　　午前9時30分
　　　　　対局開始　午前10時
■会　場　弥彦総合文化会館

　枝豆の収穫を体験し、採りたて枝豆の試食の他、ビールなど
の飲み物販売も行います。お誘い合わせてご参加ください。
■実 施 日　8月1日（土）、2日（日）、8日（土）、9日（日）
■集　　合　ヤホール　午後2時40分
※バス移動のため、車を最寄駐車場に駐車ください。
　飲酒される場合、あらかじめ「ハンドルキーパー」を決めるな
ど、飲酒運転根絶にご協力ください。
■収穫時間　午後3時から1時間ほど（小雨決行）
■参 加 費　大人300円、お子様200円
※収穫した枝豆は別途精算（100g/150円）となります。
■申込・問合せ　弥彦観光協会　観光案内所　94-3154

弥彦枝豆収穫体験参加者募集

　新潟県子ども会連絡協議会が子どもたちの「つながり」と
「集いの場所」の提供を目的に、県内各地で開催しています。
「竹細工」や「バルーンアート」などを教えてくれる楽しいコー
ナーを用意しますので、ぜひ遊びに来てください。
■日　時　7月11日（土）　午前11時～午後3時
■会　場　弥彦体育館
■対象者　幼児・小学生・中学生・保護者
※参加申込みは不要、どなたでも無料で参加できます。
■持ち物　作ったものを入れる袋
■問合せ　教育委員会　教育課　94-4311

子どもの遊びのひろば
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INFORMATION

　熱中症は、高温多湿の環境のもとで、体内の水分と塩分の
バランスが崩れたり、体温の調節機能がうまく働かないことに
よって起こります。
■こんな日は特に注意してください
　・気温が高い、湿度が高い、風が弱い、急に暑くなった
　人間の体は、暑い環境での運動や作業を始めてから3～4日
経たないと、体温調節が上手にできません。このため、急に暑
くなった日や久しぶりに暑い環境で活動した時には、体温調節
が上手くいかず、熱中症で倒れる人が多くなっています。
■熱中症になりやすい場所
　・田畑、工場現場、運動場、体育館、一般家庭の風呂場　など
　・機密性の高い部屋　など
　高温、多湿、風が弱い、輻射熱（熱を発生するもの）がある場
所では、熱中症が発生しやすくなります。また、車の中では冷房
をかけていても直射日光の影響が大きく、短時間でも乳幼児
を車中に残しておくことは危険です。
■日常生活の中で注意してほしいこと
　・適度にエアコン・扇風機を使い、暑さを避けましょう
　・涼しい服装をして、外出時は日傘や帽子を利用しましょう
　・こまめに水分を補給し、暑い時は無理しないようにしましょう
※高齢者や小さなお子さんがいる方は、特に注意が必要です。
■熱中症の症状と対処方法
○軽度の症状　めまい、立ちくらみ、筋肉痛、汗がとまらない
　【対処方法】　→涼しい場所への避難、脱衣と冷却、水分・塩

分補給など、現場での応急処置で対処可
能です。

○中程度の症状　頭痛、吐き気、体がだるい（倦怠感）、虚脱感
　【対処方法】　→病院への搬送が必要です。
○重度の症状（入院して集中治療の必要性がある）
　意識がない、けいれん、高い体温である、呼びかけに対して
返事がおかしい、まっすぐ歩けない、走れない
　【対処方法】　→病院への搬送が必要です。
■問合せ　住民福祉課　健康推進係　94-3133

熱中症にご注意ください！

健康・子育て 催し・講座



　水の特性を活かして、水中で筋肉
や骨を強くする運動を行います。水中
では無理なくラクラク体が動かすこ
とができ、生活習慣病予防や介護予
防にもつながります。運動不足解消
に最適です！
■日　時
　7月2日～9月25日の3ヶ月間
　毎週木曜日
　午前10時45分～11時45分
■会　場　ビジョンよしだ
■持ち物　水着・水泳帽・タオル・お茶

などの飲み物
■参加費　教室受講料
　　　　　3か月コース　3,000円
　　　　　1回券　　　　 400円
※1回券で初めての方もお試しができ
ます。この他に施設利用料が必要
です。詳細はお問い合わせください。
■申込・問合せ
　送迎が必要な方
　住民福祉課　健康推進係
　94-3133
　送迎が不要な方
　ビジョンよしだ　93-6600

あなたも参加してみませんか！
健康づくり教室
“レインボー水中体操教室”

もの忘れ・ストレス相談
（こころの相談）のお知らせ

■日　　時　7月7日(火)
　　　　　　午後1時30分～3時
■会　　場　保健センター
■相談担当　長岡心の相談室
　今井楯男室長(精神保健福祉士)
※予約制ですので、事前にお申し込
みください。
■申込・問合せ
　住民福祉課　健康推進係
　94-3133

介護者のつどいに参加しませんか
　どなたでも参加できる介護者の交
流会です。お茶を飲みながらおしゃべ
りしたり情報交換をしましょう。
■日　時　7月18日(土)
　　　　　午後1時30分～3時30分
■会　場　保健センター
■問合せ
　弥彦村地域包括支援センター
　94－1030

平成27年度 1日人間ドックの
追加申込を行います

　平成27年度の1日人間ドックの追
加申し込みを受け付けいたします。
疾病の早期発見、健康増進にお役立
てください。
■対 象 者
　満30歳～74歳までの弥彦村国民
健康保険加入者
　（平成28年3月31日現在）
＊国民健康保険税を完納、または完
納が見込まれる世帯の方

■受診期限　12月末まで
■助 成 額
　人間ドック基本料金の半額
　（上限18,900円）
　受診の際に残金をお支払いくださ
い。
■申込方法
＜下記指定検診機関で受診する場合＞
①直接電話で受診日を予約します。
・新潟県労働衛生医学協会
　岩室健康増進センター
　　　　　92-3300(予約係直通)
・新潟県保健衛生センター
　成人病検診センター
　　　　　025-267-6328
②予約完了後、国民健康保険証を持
参して住民福祉課窓口にお越しい
ただき、申込書を記入・提出いただ
きます。
※オプション検査＊については、自己
負担になります。

＊オプション検査
 …乳がん検診・子宮がん検診・前立

腺がん検診・肝炎検査・骨粗しょ
う症検診　など

＜指定検診機関以外で人間ドックを
受診される場合＞
①受診日を予約し、住民福祉課窓口
にてお申し込みください。
②詳細は申し込みの際にお知らせし
ます。ドック実施後に（基本料金の
半額、上限18,900円）を振り込み
ます。
■申込期限　7月31日（金）まで
■申込・問合せ
　住民福祉課　健康推進係
　94-3133

ほっとねすクラブ
～誰でもできる温泉体創や湯上り体創～

■日　時
　7月1日、＊8日、15日、22日、29日
　（いずれも水曜日）　午前10時～11時ころ
■会　場
　高齢者総合生活支援センター
■担　当
　普段は温泉体創マスターやサポーター
■内　容
　温泉体創と湯上り体創を、楽しく
優しく教えます！
＊は、岩下インストラクターが担当します。
■参加費・持ち物
　300円（入館料）、タオル、バスタオル
■問合せ
　住民福祉課　健康推進係
　94-3133

～あなたのための
健康相談日～

■日　時　7月23日(木)
　　　　　午前9時30分～11時
■会　場　保健センター
※管理栄養士や保健師がご相談に
応じます。
※事前に予約するか、相談日に直接
お越しください。
■申込・問合せ
　住民福祉課　健康推進係
　94-3133
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＜高齢者肺炎球菌予防接種＞
　平成26年10月1日から定期接種化された高齢者の肺炎球
菌ワクチン予防接種について、接種費用の助成を行います。
■助成対象者
　・平成27年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、

95歳、100歳になる方
　・60歳から65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器に障害の
ある方で日常生活が極度に制限される場合やヒト免疫不
全ウイルスによる免疫機能障害の方

■自己負担額　4,640円（生活保護受給者は自己負担なし）
※既に同ワクチンを受けた方は定期接種の対象になりません。
■申請方法　住民福祉課窓口に申し込みに来ていただいた

方に接種券と予診票をお渡しします。
＜大人の風しん予防接種＞
　弥彦村に住所があり下記条件に該当する対象者が、風しん
の予防接種を受けた場合、費用助成を行っています。
■助成対象者　①　妊娠を希望している女性
　　　　　　　②　①の配偶者及び同居の家族
　　　　　　　③　妊婦の配偶者等の同居家族
※いずれの場合も、抗体価が低いまたは陰性と判定されるこ
とが必要です。
■助成金額　接種費用の半額（上限：風しん単独3,000円、

麻しん風しん混合5,000円）
■実施期間　平成28年3月31日まで
■申請方法　下記を持参し、住民福祉課窓口へお越しください。
　・風しん抗体検査結果証明書
　・風しん予防接種費用の領収書
　・印鑑（認印）
　・助成金の振込先通帳（振込先の口座番号等がわかるもの）
■申請期限　平成28年4月30日まで
■申込・問合せ　住民福祉課　健康推進係　94-3133

予防接種費用助成のお知らせ

■日　　時　7月2日（木）　午前10時～お昼すぎまで
■会　　場　保健センター
■対　　象　概ね生後6ヶ月～1歳3ヶ月頃のお子さんと保護者
■内　　容　月齢に合う離乳食と保護者の食事を作り、みん

なで食べます。
■持 ち 物　エプロン、三角巾、タオル、おしぼり、おんぶひも、

お子さんの飲み物（ミルク、お茶など）
■参 加 費　親子で500円
■申込期限　6月29日（月）まで
※お申し込みの際に、お子さんのお名前、月齢、アレルギーの
有無をお知らせください。
※子育て支援センター職員・ボランティアによる保育があります。
■申込・問合せ　住民福祉課　健康推進係　94-3133

“離乳食クッキング”のお知らせ

　6月7日（日)から13日（土）までの危険物安全週間にあわせ
て、新潟県危険物安全協会　燕・弥彦地区支会では、6月8日
（月）に各地区の消防署と協力して巡回広報を行いました。当
日は危険物の取り扱いに注意するよう広報をしながら、弥彦
地区から麓地区を巡回し、身近にある危険物の取り扱いにつ
いて注意するように促しました。
■問合せ　弥彦消防署　94-3152

危険物安全週間巡回広報

安全・安心



　平成28年4月採用予定の職員を下記により募集します。
■募集職種および採用予定人数
　一般行政職　若干名
■受験資格
　昭和61年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による
高等学校を卒業した人（平成28年3月31日までに卒業見込
みの人を含む）
※上記受験資格を満たしていれば、最終学歴に関わらず受験できます。
＜第1次試験（筆記試験）＞
■試験日　９月２０日（日）
■会　場　新潟第一高等学校（新潟市中央区関新3-3-1）
■試験案内および申込書類の入手方法
　①弥彦村役場総務課に用意してあります。
　②村ホームページからダウンロードできます。
　③郵送請求　封筒の表に「一般行政案内請求」と朱書きし、

120円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角形2号）を
同封のうえ問い合わせ先までご請求ください。

■申込方法　必要書類を持参または郵送ください。
■申込期限　7月27日（月）　午後5時15分
　　　　　　※郵送の場合、7月27日消印のあるものに限る
■申込・問合先　〒959-0392　弥彦村大字矢作402番地
　　　　　　　 弥彦村役場　総務課　庶務係
　　　　　　　 94－3131（内線221・230）

弥彦村職員を募集します

　平成28年4月採用予定の燕・弥彦総合事務組合消防職員
を募集します。
■受験資格
・平成2年4月2日～平成10年4月1日までに生まれた人で、
高等学校卒業程度の学力を有する人

・矯正視力を含み、両眼で0.7以上かつ一眼でそれぞれ0.3以上の人
・赤色、青色および黄色の色彩が識別できる人
・聴力が左右とも正常である人
・身体に職務遂行上支障がない人
・採用後に燕市または西蒲原郡弥彦村に居住できる人
■採用予定人員　4人程度
■受付期間　7月1日（水）～31日（金）（土・日・祝日除く）
　　　　　　午前8時30分～午後5時15分
　　　　　　※ 郵送の場合は7月31日（金）締切日必着
＜第1次試験（筆記試験）＞
■試験日　9月20日（日）
■会　場　新潟第一高等学校　新潟市中央区関新3-3-1
＜第2次試験（面接試験・体力試験）＞
※詳細は第1次試験合格者に通知します。
■その他
　試験についての詳細は「試験案内」をご覧ください。
　「試験案内」は、燕・弥彦総合事務組合 事務局庶務係に用意
してあるほか、燕・弥彦総合事務組合のホ－ムペ－ジからもダ
ウンロ－ドできます。
■申込・問合せ　〒959-0248　燕市吉田浜首408-1
　　　　　　　 燕・弥彦総合事務組合 事務局庶務係
　　　　　　　 0256-92-1210

燕・弥彦総合事務組合の
消防職員を募集します
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　弥彦村における地方創生の取り組みとして「弥彦村総合戦略」を策定
するために、産官学金労言の代表者や女性、若者など、幅広い意見を取り
入れるために、弥彦村総合戦略策定委員会を組織することになりました。
　そこで、委員会に参加する住民代表委員を下記のとおり公募いたします。
■応募要件　
・弥彦村に住所がある１８歳以上の方
・平日日中に開催される策定委員会に出席できる方
・弥彦村の地方創生に関する取り組みに関心のある方
■募集人員　２名
■申込方法　
　電子メールまたはファックスで住所・氏名・性別・生年月日・電
話番号・地方創生に対する意見を記載し、総務課まで提出し
てください。※様式は問いません。
■申込締切　７月６日（月）午後５時必着
※応募多数の場合は審査および委員構成（性別、年齢のバラ
ンスなど）により選考いたします。
■申込・問合せ　総務課　企画調整係
　　　　　　　 TEL：94-3131　FAX：94-3216
　　　　　　　 MAIL：yahiko@vill.yahiko.niigata.jp

弥彦村総合戦略策定委員会
委員の公募について

　彌彦神社氏子会では燈籠神事当日、下記により田楽持ちの
アルバイトを募集しています。
■期　日　7月25日（土）
■時　間　午後8時30分～10時30分頃まで
■奉仕料　5,000円
■締　切　7月15日までにお申し込みください。
※詳細については申込者に別途連絡いたします。
■申込・問合せ　彌彦神社氏子会　94-2001

燈籠神事田楽持ちアルバイト募集

募集・採用・資格

危険物取扱者乙種第四類試験受験準備講習

危険物取扱者保安講習

※上記の会場以外でも講習会があります。
　（公財）新潟県危険物安全協会のホームページでもご覧になれます。
　http://www17.ocn.ne.jp/～kiankyo/index.htm

危険物取扱者試験

※電子申請とはインターネットから受験申込みすることをいい、書面申請とは願
書により受験申請することをいいます。
　（財）消防試験研究センター新潟支部ホームページでもご覧になれます。
　http://www.shoubo-shiken.or.jp/branch/14niigata/
■問合せ　弥彦消防署94-3152、消防本部92-1119、
　　　　　燕消防署0256-66-0119、分水消防署97-2688

危険物取扱者試験および講習会のご案内

定　員 申込受付期間講習会場開催月日
7月27日（月）
  ～28日（火）

6月26日(金)
～7月17日(金)燕三条地場産センターメッセピア 80名

8月3日(月)
  ～4日(火)

7月3日(金)
～7月27日(月)新潟テクノスクール 100名

講習月日
講習種別

受講申請
受付期間

8月26日
(水)

7月22日(水)
～8月5日(水)

120名
120名

定　員一　般
(その他)

給　油
取扱所

コンビ
ナート

午後
午前

講習会場

新潟テクノ
スクール

講習月日 合格発表
予定日

電子申請
受付期間

書面申請
受付期間

8月30日
(日)

9月16日
(水)

甲種
乙種第1～6類
丙種

7月12日(日)
～7月26日(日)

7月15日(水)
～7月29日(水)

試験種類受験地

新潟市
長岡市
上越市
新発田市
三条市



　粗大ごみがステーションに誤って出され
収集されずに残ります。当番の人が迷惑し
ていますので、出した人が責任を持って回
収し、正しく出してください。皆さんの近所
の人が困ります。
　「ごみ・リサイクルガイドブック」でごみの
種別を確認し、決められた方法で出してく
ださい。
■問合せ　建設企業課　環境対策係　94-1022

ごみは正しく出しましょう！！

　資源ごみを決められた時間外に出す人が見受けられます。
　当番の人がいない時間に出すのはルール違反です。
　当番の子どもたちが困っています。大人がルールを守りま
しょう。
　必ず回収日の朝7時から8時の間に出してください。
■問合せ　建設企業課　環境対策係　94-1022

資源ごみは決められた時間内に！！
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くらし・生活

■登録募集職種・内容

※勤務日については原則毎週月～金
曜日になりますが、各園の事情によ
り土曜日勤務の場合もあります。
■採用人数
　若干名（社会保険・雇用保険加入）
■雇用期間
　7月1日～平成28年3月31日
　（契約更新あり）
■必要書類
　・登録申請書（住民福祉課にあります）
　・履歴書（市販のもの）
　・保育士資格を証明する書類の写し
■提出先・問合せ
　住民福祉課　福祉介護係
　94-3133

平成27年度
弥彦村立保育園臨時保育士募集

賃　金勤務時間勤務先

日給
6,800円
以上

弥彦保育園
二松保育園
ひかり保育園

午前8時30分～
１日勤務

■応募資格
　子どもと遊ぶのが得意で、子育て
に意欲のある人
■採用人員　数名
■勤務時間
　午後1時～午後6時30分の間で交
代勤務
※小学校長期休暇中は午前7時30分
　～午後6時30分の間で交代勤務
■賃　　金　時給800円以上
■雇用期間
　7月1日～9月30日
　（契約更新あり）
■申込方法
　市販の履歴書（左上に「指導員希
望」と記入）で住民福祉課までお申
し込みください。
■提出先・問合せ
　住民福祉課　福祉介護係　
　94-3133

弥彦村放課後児童クラブ
「キッズ」指導員募集

水道メーターはきれいですか？
　日頃から水道メーターボックス周
辺の整理整頓をお願いします。時々
水道のメーターボックスのふたを開
けて水道メーターを見てください。雑
草が生えていたり、土がかぶってい
たらきれいにしておいてください。
＜水道管の漏水かな？＞
　次のような時は敷地内で水道管が
破裂、もしくは漏水していることが考
えられます。
・水道を使用していないのに水道
メーターのパイロット（写真）が回っ
ている。
・１ヶ月の水道使用料がいつもより
多い。
※漏水の場合は至急、弥彦村の指定
する工事店に連絡し修理してくだ
さい。弥彦村指定工事店は弥彦村
ホームページ内（くらしの情報）か
らも探すことができます。
■問合せ
　建設企業課　上下水道係
　94-1023

今どきの、猫の飼い方
　迷惑にならないようマナーを守っ
て安全に飼いましょう。
＜今どきは完全室内飼育＞
　猫は狭いなわばりでもストレスなく
生きていけます。登り降りの運動が
できる場所と、外が見える窓が大好
きですのでそんな場所を用意してあ
げてください。
－メリット－
　①交通事故に遭わない
　②フン尿や鳴き声で近所迷惑にな
ることがない

　③猫が病気にかかりにくくなり長
生きできる

＜今どきは不妊去勢手術をして飼う＞
　「手術はかわいそう」と思う方もい
ますが、実際には手術をした方が猫
も飼い主も幸せに暮らせます。生まれ
てきた子猫の飼い主をすべて見つけ
ることは大変難しく、たくさんの子猫
が処分されています。手術せず責任
の持てない命の繁殖を許すことは、
何の罪もない命を奪うことと同じで
す。
－メリット－
　①子どもが生まれることがない。
　②オスは（スプレー）マーキング行
動をしなくなる。

　③発情期特有の大きな鳴き声がな
い。

＜のら猫のフンなどでお困りの方へ＞
　「のら猫や近所の飼い猫が、フンを
したり車庫などに侵入して困る」とい
う苦情が多く寄せられます。それは、
「猫にとって住みやすい環境」である
からです。
　猫は強いにおい（洗剤やトイレの芳
香剤）を嫌うので、猫の通り道に飛び
越えられない幅で洗剤を撒くなどし
て、猫を寄せ付けないようにしてくだ
さい。
■問合せ
　建設企業課　環境対策係
　94-1022

地域材「越後杉ブランド
認証材」で家づくり！

　県産材杉製品を使用した安心・安
全な住宅づくりを支援する「ふるさと
越後の家づくり事業」の募集を行って
います。
　「越後杉ブランド認証材（品質・性
能の明確な県産杉材製品）」や「県産
瓦」の使用量に応じ、最高で70万円
の補助金が支給されます。
　地域材を利用すると、外国産材と
比べて木材の輸送距離が減り二酸
化炭素排出量が少なくすむ、地球に
やさしい住宅になります。また、森林
の適切な手入れも進み、地域の森林
や経済に活力を与えます。ぜひご利
用をお願いします。
■問合せ
　新潟県長岡地域振興局
　林業振興課　0258-38-2572

ご存じですか？差別や人権
侵害につながる「身元調査」

　身元調査とは…結婚や就職などの
際に、本籍や家庭環境などを、本人
の知らないところで調べることです。
●本人の知らないところで行われる
「身元調査」はプライバシーの侵害、
結婚差別、就職差別などの人権侵
害につながるおそれがあります。
●一人ひとりの人権を大切にするため
に差別や人権侵害につながる身元
調査をなくしましょう。私たち一人ひ
とりが偏見や差別意識をもたず、差
別や人権侵害につながる身元調査
をなくしていくことが大切です。
※詳細は新潟県HP、「新潟県の人
権」でキーワード検索。
■問合せ
　新潟県福祉保健部　福祉保健課
　人権啓発室　025-280-5181

スポーツ
アルビレックス新潟　試合観戦ご招待のお知らせ
２０１５明治安田生命Ｊ１リーグ　２ｎｄステージ　第8節
アルビレックス新潟　対　サンフレッチェ広島

■日　　時　8月22日（土）午後7時キックオフ
■会　　場　デンカビッグスワンスタジアム 
　　　　　　(チケットはS・Eスタンド自由席のみ)
■応募条件　弥彦村在住者　　■募集人数　200名
■応募方法　往復ハガキの往信裏面に①8月22日広島②住所③氏名・年齢④

電話番号⑤メールアドレス（お持ちの方）⑥チケットの希望枚数(2
枚まで) ⑦後援会資料請求（する・しない）を記載し、返信用表面に
返信先(ご自分)の住所・氏名をご記入の上、宛先に送付してくだ
さい。

※ご招待券のお申し込みは「自由席2枚まで」となります。
※往復ハガキは各自ご用意ください。応募は1世帯につき1通限り有効で、応募
多数の場合は抽選となります。
■応募期限　8月7日（金）必着
　　　　　　（応募期限到着分以降のお申し込は無効です）
■受け渡し　ご招待の可否を返信用ハガキにてお知らせします(8月14日(金)

予定)。詳細は当選後案内時にお知らせいたします。
■宛　　先　〒950－0954　新潟市中央区美咲町2-1-10
　　　　　　アルビレックス新潟後援会「試合観戦ご招待」係
■問 合 せ　アルビレックス新潟後援会
　　　　　　村山　025-282-0011

パイロット



　村民の交流の場を提供し、利便性を高めるため7月1日（水）
から入館できる対象者を拡大します。
■入館できる対象者
　＜変更前＞　弥彦村民のみ
　＜変更後＞　弥彦村民および村民と同伴で入館する村外の方
※毎週火曜日と金曜日の午前10時～午後3時まで行っている
介護予防事業「はつらつ広場」に支障が出るときは、入館を
制限する場合があります。
■開館時間　午前10時～午後7時（入浴は午前11時～）
　　　　　　※5月1日～10月31日は午後8時まで延長
　　　　　　※最終受付は開館時間の30分前まで
■入 場 料　大人300円、小学生100円、小学生未満無料
　　　　　　（村民及び同伴の村外の方も同額）
■問 合 せ　住民福祉課　健康推進係　94-3133

高齢者総合生活支援センターの
入館対象者を拡大します
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　弥彦村では、“豊かな心の育成”を目指して、平成11年度か
ら「心の教育推進事業」に取り組んでいます。
■心の教育推進事業　3つのポイント
＜良い生活習慣づくり＞
　“あいさつ”・“返事”・“靴をそろえる”・“時間を守ること”を中
心に良い習慣と規範意識の植え付けを図ります。

＜夢と希望＞
　本物や一流のものにふれることで、子どもたちに心を揺り動
かすような感動を与え、子どもたちの心に生き生きとした夢
や希望を育てます。

＜ふれあい＞
　大人と子ども、学校と地域のふれあいと交流によって豊か
な子どもの心を育てます。
■今年度の主な事業
＜国重要無形文化財 宮内庁式部職楽部 雅楽公演（6月13
日）（彌彦神社御遷座百年記念事業）＞
　千数百年に渡り伝承されている雅楽を、中学生を対象に鑑
賞いただきました。

＜保育園・小学校合同観劇会（6月24日）＞
　保育園児（4歳～）、小学校児童（1～3年生）が、音楽劇「冒
険西遊記」を観劇しました。

＜ふれあい音楽の集い（10月24日）＞
　保育園、小中学校、一般の方が一堂に会して音楽にふれあ
います。音楽を通じて参加者全体が心でふれあいます。

＜全村をあげてのあいさつ運動（公共施設・通学路等にのぼり
旗を設置、広報など）＞

　4月と9月に全村をあげて強調週間を設定し啓発を図ります。
子ども達への積極的な“あいさつ”をお願いします。

＜各種施設訪問など＞
■問合せ　教育委員会教育課　94-4311

豊かな心の育成へ
平成27年度心の教育推進事業

役場からのお知らせ

　住民の皆さまが抱える様々な悩みごとなどの相談会を開催しております。秘
密は固く守られます。相談は無料ですのでお気軽に相談ください。

※司法書士による相談は事前に予約が必要です。
　予約は五十嵐てる子 事務所（電話92-4250）まで直接ご連絡ください。
　予約時間　毎週月～金曜日　午前9時～午後5時

各種無料相談会のお知らせ

会　場 主な相談内容講習会場相談会

行政相談会 行政への意見、要望、
苦情など

登記、債務、成年後見
などの法律相談

日常の様々な不安や
心配事など

7月2日（木）
午後1時～4時

7月9日（木）
午後1時～3時

7月16日 (木)
午後1時～4時

役場1階
住民相談室

役場1階
第１会議室

役場１階
住民相談室

司法書士による
相談会※要予約

ふれあい
なんでも相談

　弥彦村担当人権擁護委員の
髙橋清さん（大戸）が３月３１日
をもって、同委員を退任されま
した。
　平成８年９月１５日からの長き
にわたり、人権擁護委員として、
子どもの「いじめ」、高齢者・女
性差別問題などの人権活動に
大変寄与された功績を称え、法
務大臣から感謝状が贈られ、
新潟地方法務局三橋次長から
授与されました。長い間ご尽力
いただき厚くお礼申し上げます。

人権擁護委員退任　ありがとうございました

■問合せ　総務課　財政係　94-3131

入札結果を公表します

場所 業者名工事名入札日

6.11 井田井田地内下水道管布設
路線舗装復旧 工事 ㈱水倉組

6.11 井田・
荻野

観音寺・
弥彦

井田・荻野地内配水管
φ２００閉塞 工事 ㈱小林組

6.11 弥彦村地籍調査
業務 委託 ㈱信越測量設計

期間
（日）

40

50

290

契約額(円)
（税込）

1,890,000

3,348,000

8,478,000

　6月30日(火)は、下記税金などの
納期限(振替日)です。忘れずに納付
しましょう。
・村県民税　　　　第１期
・国民健康保険税　第３期
・介護保険料　　　第３期
毎週月曜日は午後7時まで納税でき
ます（祝・休日は除く）
― 納付に便利な口座振替を
　　　　　　　ご利用ください ―
引き落としご希望の通帳と通帳印を
持参のうえ、金融機関または税務課
窓口にて手続きをお願いします。
■問合せ　税務課　94－3134

税務課からのお知らせ

　農地中間管理事業は、農地中間管
理機構（農林公社）が農地の出し手
農家から農地を借り受け、農業経営
の効率化や規模拡大を進める「担い
手農家」に貸し付ける制度です。
　リタイアや経営転換のため農地を
貸したい方のほか、分散した農地の
利用権を整理したい方も、利用をご
検討ください。
＜募集内容＞
■募集期間　12月25日（金）まで
■応募方法
　「出し手」希望者は、【農用地等の
登録申請書】（産業振興課窓口ま
たは新潟県農林公社HP＊から入
手可）に必要事項を記載し、産業
振興課へ提出してください。

＊農林公社HP
　http://www.nochibank-niigata.com/
■対象となる農地などについて
・受け手の希望する耕作可能な農
地に限ります
・農地などに関し聞き取りをさせて
いただく場合があります
■問合せ
　産業振興課　農地管理係
　94-1025
　JA越後中央　弥彦営農センター
　94-4114

～農地の貸し付けを希望される方へ～
農地中間管理事業の
「出し手」の募集を開始します　利用時間は午前９時～午後６時、

貸出冊数は一人３冊まで、貸出期間
は２週間までです。
・武道館／朝井リョウ
・ようこそ、わが家へ／池井戸潤
・エイトハンドレッド／植田文博
・太宰治の辞書／北村薫
・わたしの神様／小島慶子
・マインド／今野敏
・偽装 越境捜査５／佐々木譲
・若冲／澤田瞳子
・暴走／周木律
・ブラックナイト／建倉圭介

　他25冊の新着図書が6月25（木）
に入りました。新着図書一覧は弥彦
村ホームページで確認できます。

新着図書案内（7月）



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4
第４回弥彦競輪

＜後節＞
（→３日）

婦人のスポーツ広場
（10：00～）

けんこつ体操の会
（10：00～）
元気の出る健康教室
（13：30～）
ひばりの会
（14：00～）

小松島記念
場外
（→５日）

5 6 7 8 9 10 11
第56回村民野
球大会
（9：00～、村営
陸上競技場・
野球場）

高齢者総合生活支援
センター休館日
特定健診・住民健診
（9：00～、12:30～）

太極拳クラブ
（10：00～）
赤ちゃんマッサージ教室③
（10：00～）
婦人のスポーツ広場
（13:30～）

特定健診・住民健診
（9：00～、12:30～）

古文書クラブ
（10：00～）

特定健診・住民健診
（9：00～、12:30～）
芸能クラブ
（10：00～）
婦人のスポーツ広場
（10：00～）
手話サークル
（１９：３０～）
前橋記念場外

（→１２日）

おもちゃライブラリー
（９：３０～）

12 13 14 15 16 17 18
横山操　心にしみる
日本の風景
作品解説
（14:00～15:00）

高齢者総合生活支援
センター休館日
特定健診・住民健診
（9：00～、12:30～）

特定健診・住民健診
（9：00～、12:30～）

レクダンス
（10：00～）
婦人のスポーツ広場
（１３：３０～）

乳児健診
（12：45～）

特定健診・住民健診
（9：00～、12:30～）
芸能クラブ
（10：00～）
ふれあいなんでも相談
（13：00～）
婦人のスポーツ広場
（10：00～）

特定健診・住民健診
（9：00～、12:30～）
けんこつ体操の会
（10：00～）
元気の出る健康教室
（13：30～）
ひばりの会
（14：00～）

第２４回寛仁親王牌ＧⅠ
（→２０日）

介護者のつどい
（13：30～）
第２４回寛仁

親王牌ＧⅠ
（2日目）

19 20 21 22 23 24 25
第２４回寛仁

親王牌ＧⅠ
（3日目）

第２４回寛仁親王牌ＧⅠ
（4日目）

高齢者総合生活支援
センター休館日
赤ちゃんマッサージ教室④
（10：00～）
太極拳クラブ
（10：00～）
婦人のスポーツ広場
（１３：３０～）

3歳児健診・2歳半歯科
健診・3歳半歯科検診
（12:45～）
歯科健診とフッ素塗布
（13：00～）

婦人のスポーツ広場
（10：00～）
手話サークル
（１９：３０～）

おもちゃライブラリー
（９：３０～）
離乳食相談
（10：00～）
けんこつ体操の会
（10：00～）
元気の出る健康教室
（13：30～）

第57回弥彦燈籠
まつり駅伝大会
（9:00～、弥彦地内）
福井記念場外

（→２６日）

26 27 28 29 30 31
高齢者総合生活支援
センター休館日
第６回弥彦競輪ＦⅠ

（→２９日）

レクダンス
（10：00～）
赤ちゃん相談（希望者）
（10：00～）
婦人のスポーツ広場
（１３：３０～）

赤ちゃんマッサージ教室
おさらい会
（10：00～）
婦人のスポーツ広場
（10：00～）
四日市記念場外

（→８月１日）

けんこつ体操の会
（10：00～）
元気の出る健康教室
（13：30～）
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今
か
ら
約
五
十
三
年
ほ
ど
前
、
当

時
の
池
田
隼
人
首
相
が
フ
ラ
ン
ス
の

シ
ャ
ル
ル
・
ド
ゴ
ー
ル
大
統
領
を
訪

問
し
た
時
、
大
統
領
が
池
田
首
相
を

称
し
て
「
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
ラ
ジ
オ

の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
」
と
い
っ
た
と
、

伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
私
は
大

統
領
か
ら
首
相
へ
の
褒
め
言
葉
と
理

解
し
て
い
ま
す
。
お
二
人
と
も
世
界

的
な
大
政
治
家
で
す
。
弥
彦
村
と
い

う
ち
っ
ち
ゃ
な
村
の
村
長
が
、
こ
の

大
政
治
家
を
引
き
合
い
に
出
す
の
は

恐
れ
多
い
の
で
す
が
、
首
長
は
首
長

で
す
。
池
田
首
相
同
様
私
は
村
の

セ
ー
ル
ス
マ
ン
で
も
あ
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。
村
の
宣
伝
、
村
の
繁
栄
、

活
性
化
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
れ

ば
、
何
で
も
や
る
覚
悟
で
す
。

　

一
月
の
村
長
選
挙
の
プ
ラ
ス
の
効

果
が
徐
々
に
出
始
め
て
い
る
よ
う
で

す
。
先
日
の
現
在
横
浜
市
在
住
の
ご

夫
婦
が
、
二
百
万
円
村
に
ご
寄
付
く

だ
さ
っ
た
き
っ
か
け
は
、
故
郷
が
財

政
的
に
そ
ん
な
に
豊
か
で
な
く
な
っ

た
と
知
っ
た
か
ら
、
と
い
う
事
で
し

た
。
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
跡
地
で
営
業

す
る
「
さ
や
や
」
関
係
者
か
ら
は
、

千
葉
県
か
ら
の
観
光
客
が
選
挙
報
道

で
弥
彦
を
知
り
、
来
て
み
た
、
と

言
っ
て
い
た
と
聞
き
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
も
い
ろ
ん
な
情
報
を
発
信
す
る

つ
も
り
で
す
。 弥

彦
村
長　

小
林 

豊
彦

村
長
席
か
ら

戸 籍 の 窓  
5月16日～6月15日　届出分

敬称略

 

　戦後70周年にあたり、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、ご遺族に
特別弔慰金を支給します。第十回特別弔慰金は、ご遺族に一層の弔慰の
意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を
交付することとしています。
■支給対象者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日（基準日）において、
「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族
年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいない場合、次の順番によ
る先順位のご遺族お一人に支給。
１．平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰
金の受給権を取得した方

２．戦没者等の子
３．戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
　　要件により、順番が入れ替わります。
４．上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方
■支給内容　額面25万円　5年償還の記名国債
■請求期間　平成27年4月1日～平成30年4月2日
※平成32年4月1日を基準日とする特別弔慰金は、平成32年4月1日から請求開始予定
■請求窓口　住民福祉課　住民医療係　94-3132
■問 合 せ　新潟県　援護恩給室（県庁）　025-280-5180

戦没者等のご遺族の皆さまへ
第十回特別弔慰金が支給されます

※都合により変更になる場合があります。
■問　合　せ　弥彦消防署　９４－３１５２

外科

休日
夜間
診療

７月１９日（日） いわぶち整形外科
クリニック

燕市吉田
92－1354

７月１２日（日） 白根健生病院 南区上下諏訪木（旧白根市）
025－372－2191

７月５日（日） 整形外科皮膚科
しまがきクリニック

西蒲区巻甲（旧巻町）
73－1312

内科・小児科・歯科
休日  9：00～17：00
夜間19：00～22：00

西蒲原地区
休日夜間急患
センター

西蒲区巻甲（旧巻町）
72－5499

内科・小児科・外科・整形外科
休日  9：00～12：00
　　13：00～16：30
土曜14：00～16：30
夜間19：00～22：00

県央医師会
応急診療所

三条市興野
0256－32－0909

休日当番医

７月２０日（祝） 潟東けやき病院 西蒲区国見（旧潟東村）
86－3515

７月２６日（日） 青山医院 燕市杣木
0256－63－9151

●人　　　口　8,472（－5）
　　　　　　　（うち外国人18）
　　　男　　　4,107（－8）
　　　女　　　4,365（＋3）
●世　帯　数　2,743（－1）
●出　　　生　  5　　●死　亡　  7
●転　　　入　13　　●転　出　  15

人口のうごき 
平成27年5月30日現在

 

※戸籍の窓は、掲載の承諾をいただいた方を掲載
　しています。

ご逝去
5.17
5.20
5.20
5.24
6. 1
6. 2

故　人
大柿　千代
山本　勝雄
立川　文子
丸山　昭八
髙橋ヤヨイ
本間　一子

住　所
観音寺
井　田
峰　見
走　出
弥　彦
上　泉

年齢
86
92
67
82
87
77

世帯主
芳　美
本　人
本　人
裕　司
一　臣
圭　一

　おくやみもうしあげます

　ご結婚おめでとうございます
お届けの日
5.15

6.11

住　所
峰　見
燕　市
弥　彦
新潟市

新郎・新婦
井　島　智　也
清　水　愛　子
丸　山　琢　也
大　倉　麻衣子

誕生日
5. 7
5.12
5.21
5.24
5.26
6. 1

住　所
矢　作
矢　作
走　出
矢　作
矢　作
矢　作

新生児名
八木　唯花
五十嵐夢彩
半間　莉緒
渡邉　　楓
阿部　航大
飯野　隆斗

保護者
修　司
和　春
和　正
剛　宣
和　仁
将　大

性別
女
女
女
女
男
男

　お誕生おめでとうございます

ユ   イ

リ   オ

カエデ

ユイ  カ

コウ  タ

リュウト
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